
別記様式(第2条関係) 

瑞穂市文化財保護審議会会議録 

審議会等の名称    第１回  瑞穂市文化財保護審議会 

開 催 日 時    ２７年 ５月２９日(金)午後１時３０分から ３時２０分 

開 催 場 所  瑞穂市巣南庁舎 ３－２会議室 

議 題 

１． 瑞穂市の文化財保護行政について 

２． 企画展・講演会（案）について 

３． その他 

出 席 委 員 

 

欠 席 委 員 

出席委員  錦見 義之 委員   野田 清影 委員   新井 利夫 委員  

 後藤 義之 委員   竹山 照雄 委員   加藤 勝巳 委員  

 東海 良興 委員   鷲見 秀意 委員   馬渕 貞三 委員     

欠席委員  山本  東 委員 

公 開 の 可 否 

(非公開理由) 
 公開可 

傍 聴 人 数    ０人 

審議の概要 

１．瑞穂市文化財保護行政について 

（事務局より説明後の意見） 

・文化財管理謝礼について、植物を管理していると剪定等手間がかかると思われる

が、手のかかるものとかからないものの謝礼は一律でよいのか。 

２． 企画展・講演会（案）について 

（事務局より説明後の意見） 

 ・中山道がテーマだが、小学校区活動委員会に働きかけ、ウォークなどで知っても

らうようにするのもひとつではないか。 

 ・ＤＶＤを作成し、学校や図書館など身近なところで見ることができれば、市の文

化財に関心をもつのではないか。 

・まず学校で学習（市の文化について）してもらい、それを元にウォーキングする。

それに関心をもった子どもたちが企画展に訪れることになると思う。このように

地域をあげて実施できないか。 

３．その他 

・昨年火災があったが、藤九郎ギンナンに被害はなかった。生き物なので枯れ

ることもあるかもしれない。挿し木をしておくことが必要ではないか。 

 ・給食センターにあるハリヨ公園の案内看板が古くなってきたので、更新して

ほしい。 

 ・昔の農機具が鉄くずなどとして捨てられてしまい、昔の暮らしが分からなく

なるのではないか。また、地域の産業についても同様である。 

 ・散逸を防ぐため、明治期以前の市内の文化財をもう一度確認する必要がある

のではないか。 

 ・空き教室を活用し郷土資料の展示ができないか。 

  

事 務 局 

(担 当 課) 

瑞穂市教育委員会生涯学習課 

  TEL（０５８）３２７－２１１７ 

  FAX（０５８）３２７－２１０５ 

  e-mail syougai@city.mizuho.lg.jp 

 


